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3.労 働時間の伸縮管理

19世紀末のS&H社 は,所 定労働時間の短縮(「 最適限」労働時間の模索)

やその補償策 としての労働時間の濃密化とは別に,以 上による能率増進の限界

を克服 し,と くに巨額化 しつつある固定資本の回転率を高めて製造間接費(経

費)を 低減 させるために,稼 働時間の外延的延長を余儀な くされていた。他方,

巨大設備のもとでの過剰生産を回避するため,景 気に応 じた操業度の伸縮的調

節が..っ の至⊥命令 となっていた。労働時間の短縮や濃密化は,じ つはこの(労

働時間の外延的延長を含む)労 働時間の伸縮管理に包摂 されて,同 時的かっ相

互関連的に実施されたのである一 た とえぼ連続労働時間制の導入が所定終業

時間を早めて超過労働可能時間を増や した ごとくに。当時の 「実労働時間数は,

しばしば全 く顕著に所定労働時間と食 い違っていた」 と会社側 も認めるこの労

働時間の伸縮管理はD,総 労働量調節策の基本要素をな し,労 働能率増進のた

めの同社労働時間管理の第三の柱を形成 していた。

1)Burhenne,a,α.0.,S.43.
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i.s&H社 の労 働 時 間 の伸 縮 管 理 は,19世 紀 半 ば か ら188〔〕年 代 半 ば にか

け て の万 能 職 場 作 業組 織 段 階 に す で に 工場,事 務 所.組 立 現 場 の 労 職 双 方 に実

施 され て い た 。 す なわ ち,璋60年 代 に 「残 業 は 頻 繁 に実 施 され」,夜 勤 や 日曜

労 働 も行 わ れ た2)。70年 代 初 頭 の 不 況 期 にほ,前 述 の よ うに,解 雇 に よる労 務

費 節 約 とと もに,(賃 銀 減 を補 償 せ ず 所 定 労 働 時 間 を一 時 景 気 調 節 的 に短 縮 す

る)「 短 縮 労 働 」 が …算入 され た 。76年 頃 か ら80年 代 半 ば に か け て は再 び残 業,

夜 勤,日 曜 労 働 が 実 施 され て い る8}。

この期 の超 過 労 働 は,当 初 は な に よ りも機 械 化 の低 位 性 と管 理 の疎 慢 さ に よ

る労 働 時 間 の濃 密 度 の低 さを補 うか,ま た は 急場 の 納期 に迫 られ ての 対 応 で あ

った 。 た だ,82年 に 現場 職 制 や 門 衛 向 けの 「後 作 業 証 」 等1ヒよ る残 業 管 理 が定

式 化 され て4),・ 恒常 的 な 超 過 労 働 ・管 理 体 制 が 構 築 され,運 営 され 始 め て い る

こ と,ま た 超 過 労 働 は,開 始 しっ っ あ る電 機 工 業 の構 造 変 化(強 電 部 門 の 登 場)

に も規 定 され つ つ あ った こ と5),は 無 視 し えな い。 とは い え,当 時 は 巨額 の 固

定 資 本 投 下 と生 産技 術 の段 階 画期 的変 化 は ま だ 見 られ ず,S&H社 の市 場 で

の 優 位 と資 本 間 競争 の相 対的 低位 性 も加 わ り,労 働 時 間 の伸 縮 管 理 は 端 緒 的 律

もの に す ぎ な か った 。

ii.機 種 別 職 場 作業 組 織 段 階 に入 り,強 電新 分 野 へ の 事 業 分 化 が 目立 ち始 め

た80年 後半ば以降には,頻 繁な残業や急 ぐ注文の時の日曜労働の実施e)と とも

に,従 来 と異 な り夜 勤 が よ り持 続 化 し,と くに交 替 制 勤 務り が広 範 に 導入 され

2)UnterredungenmitSchwennicke,SAA12/Lh583,S.6.

3)以 上,UnterredungenmitJacobi,SAA12/Lh583,S.5f.UnterredungraitNeesen,SAA

12/Lh583;Her皿annRe皿a皿6,Vbη3A油 θ甜ε伽r5ε 屠π2π 勉Eゐrgπ40㍍ σr,1933,S.19IMbyer,

α,σ.(λ,S.50;σ 麗θfr84μ η8飢 伽 凄3じ 物 師 π∫`々8,SAA12/Lh583.85年 ドイ ツ帝 国 調 査 が プ

ロイ セ ンの 全 経 営 の58%,全 労働 者 の42%に お け る 日曜 労 働 の実 施 を 明 らか に して い る よ う に

(MonikaBreger,DieHaltungderindustriellenUnternehraerzurstaatlichenSozialpolitik

indenJahrenエ878-1891,Frankfurt/Main1982,S,165),日 曜 労働 は 当時 か な り広 ま っ てい

た 。

4)SchreibenderFa.3&Hvom31.1.1882,SAA82/Lo590.

5)Burhenne,σ.α.(λ,S.43.

6)Ebd.;AO∫.ゴ.Char!.Werkvom15.12,1892,SAA32/Lo.6ユ2.

7)工883年 頃 の シ ャル ロ ッア ソ ブル クェ 易 にお け る 各方8時 間,3交 替 制 の 導 入 が その 端 緒 で あ っ

た。Burhenne,σ.α.α,S.43f.
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た。交替制は,一 直12時 間(各 組毎週交代)の2交 替制 ・24時間連続操業が中

心であり,ま た,の ちには24時 間連続操業でない一直12時 間未満の2交 替制や,i

当時 も以後 も頻度は少なかったが3交 替制の24時 間連続操業 も実施された8》。

残業の頻繁化や夜勤の持続化,お よび3交 替制の(ま た連続操業でない2交

替制の)導 入は,所 定労働時間の短縮に伴う連続労働時間制の採用を前提 とし

ていた。すでに述べたように.後 者は所定終業時間を早めて残業可能時間数を

増や し,ま た交替制 ・夜勤制の導入可能性を広げて、労働時間の伸縮管理(と

くに操業時間延長)の 本格展開を許 したのである9>。一方,交 替制の中心とな

った一直12時 間2交 替制の24時 間連続操業は,連 続労働時間制や通常日勤制の

部門とは異なる部門に導入され,ま た景気の状態や時期によっては前者の部門

にも導入されたと考えられる。たとえぼ1895年 のシャルロッテンブルク工場就

業規則は,「機械工作業場」を連続労働時間制,「 その他の全作業場」を通常の

日勤制とし,さ らに現場組立工 ・組立労働者の労働時間 と 「昼勤方 ・夜勤方の

諸経営に従業する労働者」の労働時間をそれぞれ別規定 しているのである10)。

要す るに,各 々の伸縮的労働時間制が工場の技術 ・生産ない し市場 の条件に応

じて使い分けられ,全 体 として相補的な超過労働策を構成 したのであって,こ

れによりS&H社 全領域における超過労働の積極導入が図 られたのである。

追加的雇用や昼勤より賃率の高い夜勤ωが もたらす追加労務費を能率上昇に

より補償することにもな一フたこれ らの超過労働は,注 文激増への短期的対策 を

なすとともに,そ れ以上に.総 じて強電技術の発展を背景 とした機種別職場作

業組織への工場の構造転換に基礎づけられ,ま た後者をもたらした巨額の投下

固定資本の早期回収を基本 目的としていたことは疑いない。超過労働,と くに

8)Rer巳an6,α,α.0.,S.33;AO∫.4.Charl.Werkvom2.12,1892,SAA32/Lo612;ebd ,vom

Juni1895.SAA32/Li382.

9)3交 替 制 や,の ち に見 られ る一 直8時 間 な い し8時 間 半 の2交 替 制 は,「 最 適限 」 労 働 時 間 の

労 働 者 間 分 担 関 係 で もあ ワた可 能性 が あ る。 この 点,交 替 制 研 究 委 員 会 『交 替制 の研 究 』 日本 生

産 性 本 部,1961,1～4ペ ー ジ を も参照 。

10)AO∫,ゴ,Churl,四8r為 りoη乙」篇厩1895,SAA32/Li382.

11)Hasse,α.α.α,S.70.
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交 替 制 が,発 展 を主 導 した強 電 の 工場 や 部 門 に 目立 つ の は そ のた め で あ る12㌔

わ れ わ れ は こ こに,物 的 ・組 織 的 改 革 に よ り要 請 され 可 能 とされ た,労 働 時間

の 短縮 そ の濃 密化,伸 縮 管 理 の 三 管 理 領 域 の 同時 遂 行 的 性 格 と相 互 連関 性 の

集 中的 表現 を見 る こ とが で き る。

iii.品 種 別職 場 作 業組 織 へ の移 行 期 には,こ う した相 互 連 関性 を持 った 労働

時 間 の 伸縮 管 理 が こ の時 期 特 有 の 激 しい景 気 変 動 に応 じて極 端 に ま で推 し進 め

られ た 。S&H社 にお いて は,1870年 代 初 頭kは 所 定 労 働 時 間 の 短 縮 が,

1890年 代 初 頭 は 労 働 時 間 の短 縮 と連 続 労 働 時間 制 の 導入 が,労 働 時 間 管理 の段

階 的 転 換 の 要 因 を な した が,90年 代 半 ば以 降 は,む しろ それ ら を基礎 に した労

働 時 間 伸 縮 管 理 の全 面 展 開が 同社 労 働 時間 管 理 の最 大 の 特徴 で あ っ た と い え

る。

す な わ ち,ま ず,連 続 労働 時 間 制 がS&H社 全 社 に か な り浸 透 した1890年

代 半 ば ～1900年 頃 の 好況 期 には,膨 大 に膨 れ上 が った 固 定 資 本 の,そ れ ゆ え に

こそ い っそ う迅 速 な早期 回収 と,短 期 決戦 的 な労 働 能 率 上 昇 のた め に,ま た既

存 労働 力 の フル 充用 に よ る労 働 力 不足 問 題 へ の対 応 と総 労 働 量 の確 保,雇 用数

節 約 に よ る労 務 費 削 減 の た め,連 続 労 働 時 間 制 の い わ ば濫 用 を含 め た極 度 の超

過 労働 また は一 工 場 や 部 門 や 時 期 に よ っ て は一 フル操 業 が,労 働 者 の 増 大

す る抵 抗 を押 し切 り,同 社 全 工 場 や 現 場 組 立 作 業 に対 して い っそ う徹 底 して 実

施 され た。 そ の一 端 は ベ ル リ ン工 場 の 次 の年 次 営 業 報 告 か ら も窺 い 知 られ る。

仕 事 増 に よ り 「一 般 的 ・経 常 的 な 業 務 が 著 増 し,・ ・… ・職 員 の 作 業 過 重 状 態 が 多

少 と も年 度 中 広 が った 。 ・・… ・作 業 場 で は 再 び年 度 を通 じて 殆 ど全 職 場 で時 間外

労 働 が 実 施 され た 」(1896/97年 度)。 場 所 が 手 狭 なた め 「職 員 は 大 部 分 継 続 し

て残 業 さ聲 られ て 過 重 勤 務 に堪 えね ば な らず,… …作 業 場 で は概 ね ま た も残 業

が な され た 」(1897/98年 度)。 「全 分 野 で年 度 を通 じた 全 力 投 入 と殆 ど全 部 門 で

の 時 間 外 労 働 に よ りは じめ て 当面 の注 文 や 仕 事 を処 理 しえ」 た(1898/99年 度)。

.「賃 銀 額 の 増 加 は,労 働 力 の雇 用 増 な い し工 場 各 所 の拡 大 と前 年 度 以上 の労 働

ユ2)Burhe皿ne,4,α.α,S,43.Vgl.Schrδder.α.α,0.,S.274,
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能 率 に よ り説 明 され うる」(1899/1900年 度)18)。

当 時 同 社 の 交 替 制 には,24時 間 フル 操 業 で な い2交 替 制 の工 場 ・部 門 ・職 種

や 時期 もあ った が14),大 勢 は や は り24時 間 フル操 業 の2交 替 制 で あ った15)。

この超 過 労 働 ・フを操 業体 制(2交 替 制 や3交 替 制 を含 む)は ,他 社 諸 工 場

に お い て もS&H社 と同様 の諸 超 過 労 働 形 態 の,生 産 力 的 合 理 性 に 従 った 組

合せ に よ り導 入 され た。 次 の諸 企 業 の各 年 度 営 業報 告 書 の叙 述 は そ の ご く一 端

の 実 施例 を示 す にす ぎ な い。 「時 間 外 労 働 と年 度 を通 じる2交 替 制 」(1895年 シ

ュ ッケル ト社).「 残 業」(1896年 ラー マ イ や 一社E△Ovorm .W,Lahmeyer

&Co.).「 フル 操 業 と例 外 の な い2交 替 制 」(1896年AEG) ,「 絶 え ざ る残 業

と夜 勤」(1897年 ラ ー マ イ ヤ ー社)」,「 生産 能 力 の 限 界 に 到 る充 用 と 年 度 半 ば

か らの規 則 的 な夜 勤」(97年 レー ヴ ェ社LudwigLoewe&Co .A.一G.電 機 部

門=ウ ニオ ン社UnionElektrizitats-A,一G,),「 残 業 と 夜 勤 」(1897/98年 度

AEG電 機 工 場,器 具 工 場),「 夜 勤 制」(1897/98年 度AEGケ ー ブ ル工 場)
,

「残 業 」(98年M&G社),「2交 替 制 と残 業 に よ る注文 処 理 」 お よ び 「鉄

構 作 業場,鋳 物 工 場,鍛 冶 職 場 は フ ル操 業 」(1898/99年 度AEG電 機 工 場) ,

「電 機 工 場 は 残 業 と2交 替 制,ケ ー ブル 工 場 は2交 替 制作 業」(1899/1900年 度

AEG)16)。

13)以 上,Gθ5曲 げ 励 師c励(Gb)desBerl .照5.f.dieGeschaftsjahrevon1896/97his1899/

1900,SAA15/Lc822.S&H社 全 体 へ の広 が りに つ い て4T,
,GbderS&HA.一G≠4.

Gθ∫σゐガ/頻ノαん「θ1896/97-1898/99,SAA工5Lg/969 .

14)1896年 シ ャ ル ロ ッテ ン プ・・クエ 場6部 門 の中 ぐ り工 専 の 早 番4・45-15:00
,遅415:00.0、

15や,ユ900年 初 頭 の 同 工場 の 昼 勤8時 間 半
,夜 勤8時 間 が そ れ で あ った 。3誼72伽 π"伽D読Z、

mannam13.5.1896,SAA32/Lo596;ム0ノ 」4LCharl
.Wk.vm30.1,1900,SAA32/Li382 .

15)伽 ・初鷹 ・・(勘 ・朗0・12 ・・900,SAA14/Lg620、AOノ .4.働 鰍,・.6.1001,SAA

32/Li382;AOf.d.ArbeiterderFa・G・ う・.5伽 ・・&Co.,31.7.エ900,SAA32/Li382.た

だ し1899年 の 白熱 電 球 工 場 や190ユ 年 の鉄 道 用 信 号 装 置 部 門 の就 業 規 則 に は交 替 制 規 定 は 見 あ た

らな い 。 これ は 主 に,後 述 の よ うに 電球 工 場 に 夜 間 労 働 を 法 認 され な か った 女 子 労 働 者 が 多 か
っ

た こ と,信 号 装 置 部 門 で は景 気 変 動 の影 響 を相 対 的 に 受 け ず ,納 期 も相 対 的 に厳 し くな い 官公 需

の 比 重 が 高 か った こ とに よ る と考 え られ る
。AOf,d.GZ勘'α 彫拷 π㍑r為 りoη322.3.1899,SAA

32/Li382;AOf .d・Aう'・ μ`… う・h細 物 ・9灘 ・…m20 .4.・901,SAA68/Li・35 .
16)以 上 ・J。sefL。 ・w・・Dieel・kt・ 。tech・i・ch・1・d・ …i・.i・SdVfS,Bd .ユ・Zユ9・ 第S.911.;

AEG.Gbvan1897/98う ゴ51899/1900
,AEGTA.AEGに お け る2交 替 制 と8時 間3交 替制 の

導 入 に つ い て は さ らに,Hasse,4,α.0.,S,70 . ユ900年F&Gか ル工 場 の 就 業 規 則 に も
,昼 勤/
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次 に,1900/01年 か ら1902年 頃 ま で の 恐 慌 期 のS&H社 にお い て は,一 部

の 部 門 での 同時 並 行 的 な超 過 労 働 や 労 働 強 化 を伴 い つ つ も,む し ろそ れ ま で と

は 打 っ て変 わ った急 性 の操 業 短 縮 と大 量 解 雇 との組 合 せ に よ る総 労働 量 の徹 底

した削 減 的 調 節 が支 配 的 とな った 。 これ に よ り過剰 生 産 の.回避 と経 費 や 労 務 費

等 の節 減 が 図 られ た の で あ る。信 号 器 ・複 式 変 換 器 部 門 で は 「殆 ど時 間 外労 働

な しで 作 業 が な さ れ … … ケ 』 ブル は め込 み で の み 夜 間 労 働 が 組 織 さ れ た」,

(1900/01年 度 ベ ル リ ン工 場)。 多 くの 職 場 部 門 で年 度 当初 仕 事 が減 り.「 厳 し

い労 働 者 の解 雇 とな らび6時 間 へ の 労 働 時 間 短 縮 が 導 入 され,・ ・…・ね じ研 磨 職

場 で は 数 週 間 の 間 完 全 に 稼 働 が 休 止 し,ね じ切 り旋 盤 職 場 では,一 時 女 子 労 働

者 就 業 職 場 を完 全 閉 鎖 す る必 要 が 出 て き た。 個 別 作 業 ・個.別実 験 部 門 は仕 事 が

ない た め時 計 製 造 職 場 に統 合 され た」(1901/02年 度 同工 場)。1901/02年 に はS

&H社 従業 員3,000人 が 同 時 に解 雇 され た17)。

他 社 に お い て も,第 一 に,1900年 秋 か ら労 働 者 ・職 員 の 大 量 解 雇 が 行 わ れ た 。

ウ ニオ ン社 は1900年 の 労 働 者 数 減 少 を報 告 し,シ ュ ッケル ト社 で は一 度 に失 職

した 者 は1900年 に約850人 に 達 して お り,あ る最 大 規模 工 場 では,1901/02年 の

冬 に1900年 の 就 業 労 働 者 の約25%が 解 雇 され た18)。1901年 のAEGに お け る解

雇 者 総 数 は約3,000人 で あ ったL9>。 電機 業 界 紙ETZの1900/02年 の広 告 欄 では

1901年12月 ま で は一 空 き職 当 り二 つ の,そ れ 以 降 は 三 つ の高 級 技 術 職 員 の 求職

が あ った20)。 しか も大 量 解 雇 策 は,大 都 市 にお け る膨 大 な産 業 予 備軍 の存 在 に

よ り後 顧 の 憂 い な く増 幅 的 に実 施 され た。 「この窮 状 は徹 頭 徹 尾 大都 市産 業 と

しての 電 機 部 門 にお い て は諸 他 の部 門 以上 に 目立 って い た。 数百 もの 同 種 お よ

び類 似 の経 営 が あ る大都 古 で は,劣 働 者 を必 要 に応 じて 随 時 再 動 員 す る の が

＼9時 間半,夜 勤9時 間 の 非 連 続 労 働 時 間制 に よる2交 替 制 が 盛 られ て い る。!10ノ.4.Carlswerk,

2.1.1900,FGAAI/lld-1/26融.

17)以 上,Gbd.Bln,陥5.pro1900/01,S,76sowieproOユ/02,S.48-50:SAA15/Lc822.Vgl.

Aktennotizvom4,12.ユ900,SAA14/Lg620;Loewe,α.4.0.,S.107,136,147.

18)Loewe,α,α.0.,S,136f.P.140f..

19)Hasse,α.α.0.,S,61.

20)21)22)Loewe,α.4、0.,S,136f.
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… … 小規 模 地 域 よ り容 易 だ か らであ る」21)
。

第 二 に,多 くの 経 営 にお い て 短縮 労 働 の導 入 や 交 替 制 の 廃 止 が な され た。 そ

の実 態 は,1900年 ウ ニ オ ン社 の 「有 利 で ない 夜 間 労 働 の休 止 」,1900/01年 シ 嵩

ッケ ル ト社 経 営陣 の,労 働 者 の 提 案 に基 づ く一 時8時 間労 働 制(短 縮 労 働)の

導 入,1901年 のM&G社 に お け る超 過労 働廃 止,1902年 秋 シ 呂 ッケ!レ ト社 作 業

場 で の10時 間 か ら8時 間へ の短 縮 労 働 の 導入22),お よ び次 のAEGの 例 か ら も

知 られ る。 「現 在 機 械 の4分 の1は 殆 ど休止 して い る。 ・… ・・労 働者 層 の 希 望 で

これ 以上 の解 雇 一 こ の場 合 失 業 者 の存 在 に よ り賃 銀 の い っそ うの 引 き下 げ の

恐 れ が あ った 一 を避 け る た め労 働 時間 が2時 間短 縮 され,… …数 日は 全 く休

業 と され た 。 その 結 果1900年 ユ0月か ら1901年10月 ま で 多 くの労 働 者 は週 に僅 か

32時 間 作 業 した に す ぎ ない 。1902年2月 以 降 よ うや く48時 間労 働 が 再 開 され た

が,元 の 賃銀 水準1こは 達 し なか った 」謝 。 こ うした 労 働 時 間 の収 縮 策 は,.「 過

度 の労 働 者解 雇 を 避 け るた め」 だ け で は な く,同 時 に,一 方 で は過 剰 生 産 を 回

避 しっっ,他 方 で は ま た膨 大 な 固定 資本 の遊 休 化 に よ る生 産 費 と金 利 負 担 の 上

昇 を避 け るた め で もあ った こ とは言 うま で も ない24)。

最:後に,1902年 か ら1903/04年 に か け て の 不 況 ない し回 復 期 にお い て は,新

規 設 備 投 資 の 普 及 前 の,競 争 優 位 を か ち とる た め の過 長労 働 時 間 と恐 慌 の 余 波

に よ る短 縮 労 働 の 持 続 との 過 渡 的 な二 面 的 展 開が,受 注量 に よ りま た は部 門 毎

の相 違 に規 定 され て,と も に見 られ た。r仕 事 は 大 型 受 注 に よ り著 増 した。 至

急 の仕 事 の処 理 の た め 当初 時 間 外 労 働 が な され ね ば な らな か っ た。 だが そ の後

漸 次 新 規 労 働 力 が採 用 され,年 度 末 には 大抵 の職場 で 再 び所 定 労 働 時 間 で作 業

が 行 われ え た。 労 働 者 数 は これ に よ り計1,819人 か ら2,146人 に増 えた 。量 産 職

場 は 電 話 等 の 準 備 作 業 の処 理 の の ち5～6週 間 は2時 まで しか操 業 しな い こ と

もあ った 」(1902/03年 度 ベ ル リ ン工 場)25)。

23)Hasse,α.α.α,S.62,

24)Loewe,α.α.0.,S.137;FelixPinner.EmilRathenauanddaselektriscゐeZeitalter,Le二p・

z[g1918,S,127.

25)Gbご 」.Bln.1鞭5.pro1902/03,SAA15/Lc822,S.38.

戸
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iv.以 上 の よ うな 労 働 時 間 の伸 縮 管 理 の全 面 展 開 は,次 の点 で の会 社 側 の主

導 性 に支 え られ て い た。 第一 に,な に よ り も,超 過 労 働 は19世 紀 末 を通 じて,

基 本的 に は会 社 の上 役 の 個 別 命 令 に よ りそ の都 度 一 方 的 に定 め られ,後 者 は 経

営 首脳 の一 般 的 指 図 に よ り正 当 化 され て い た。1887年 のS&H社 工 場 首 脳(技 師

長)の 「残 業 が な され るべ きか 否 か の決 定 は.い か な る場 合 に も当 該 の 上 役 に

よ り部 門 の艮 に連 絡 の上 な され る」 との業 務 命 令 は,こ の 時期 に しば しば 発 せ

られ た もの の典 型 例 を なす20)。 しか もそ の 内 容 は 以後 も有 効 で あ った 。 「労 働

時 間 の変 更 が 営 業 上 の都 合 に よ り例 外 な く必要 とな る と きは,作 業 場 長 は 場 合

場 合 に応 じてA(連 続 労 働 時 間 制),B(通 常 労 働 時間 制)に 所 定 労 働 時 間 と

異 な る労 働 時 間 を男 子 被 用 者 用 に定 め る もみ とす る。 女 子 被 用 者 は 夕 方7時 半

ま で の就 業 とす る」(1900年 シ ャル ロ ッテ ソブ ル ク工 場 就 業 規 則)27)。 ま た,

ユ895年 の上 記 工 場 の就 業 規 則 は,間 接 部 門 に必 ず し も限 定 され ぬ 「中 断 しえ な

い 作 業」 の 夜 間 労働 や 緊 急 特 等 の 際 の 日曜 祝 日労 働 を これ ま た一 方 的 に義 務 づ

け て お り,さ らに 上 述 の よ うに交 替 制 労 働 も明文 化 して 当該 労 働 者 の拒 否 しえ

ぬ もの に して い る28)。そ して これ らの規 定 も,.以 後 のS&H社 の一 い くつ か

の例 外 を 除 き一 ほ ぼ 全 事 業部 工場 の 就 業 規 則 に適 用 され た い わ ば 定 型 を な し

た 。

第 二 に,労 働 時 間 の伸 縮 管 理 に伴 う超 過 労 働 手 当 は,1870年 代 ま で は職 長 の

み に支 払 わ れ,労 働 者 や そ の他 職 員 お よ び現 場 組 立 作 業 の場 合,手 当 付 き残 業

の 概 念 は未 知 で あ って29),超 過 労 働 の殆 どは 無償 で あ った 。80年 代 に は 時 間 給

労 働 者 や 「固 定 週 賃 銀 受 給 者 お よび試 用 雇 員」 に も手 当 が 支払 わ れ 始 め た一

26)Eθ ∫'伽 羅 η9ε掴 ろθr銘 θrg伽 π9伽 砺 ¢r3伽4θ η.MeisterandUntermeisterbetreffend・ ∫・

4.Cん αrJ.Wk.,ユ6.4.1887.SAA14/Lh661.Vgl.SchreibenderFa.S&Hvom1.5,1882,

SAA32/Lo590;β θ5`加 配ππgθπ4θ3C加rご.曜5.caberVergi--ungderUberstunden.Im

3伽 π♂θ陀Jo肋5'θ ゐθπ4θArう θ伽7加 〃θ∬gπ4,90.12.1886,SAA32/Lo595.

27).40∫,4.Chart.並 々.,190〔1,SAA32/Li382.Vg1..AO∫.♂.Abt.4θrEピ3θ πうαんπ5`σ庖6r麗πg5・

wesen,1901,SAA32/Li382.

28)AOノ.6!.Charl.慨 ゑ,ユ895,SAA32/Li382.

29)UnterredungenmitSchwennicke,SAAユ2/Lh58:i,5,6.1882年 頃.現 場 組 立 作 業 に は 「残

業 補 償 は まだ 認 め られ て お らず,組 立 加 給 もな か った」(Meyer,α.a.0.,S.50)。
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シ ャル ロ ッテ ン ブル ク工場 労 働 者 は まだ 対 象 外 一 βω。 だ が 労 働 者 の残 業 手 当

は極 度 に 低 く,86年 には 「連 続 して7日 間 に60時 間超 の劣 働 が な され る場 合,

超 過 労 働1時 間 に っ き時 間 賃 率 の10%の 割 増 し額 が 補 償 」 され た にす ぎな いBU。

日曜 祝 日労 働 も 「例 外 な く超 過 時 間 と して 算 定 され 」B2),同 じ低 率 の手 当 を 支

給 され た に す ぎ ない 。 シ ャル ロ ッテ ソ プ ル ク工 場 労 働 者 に は この 「残 業 時 間 当

り10%割 増 し」 の 手 当が,89年4月23日 以 降 よ うや く認 め られ て い るま8>。S&

H社 時 間 賃 銀 労 働 者 の残 業 手 当や 夜 勤 と 日曜 労 働 の加 給 は,超 過 労 働 が本 格 的

に 実 施 され る に到 った 機 種 別 職 場 作 業 組 織 段 階 や 品種 別 職 場 作 業組 織 へ の 移 行

期 です ら10%を 超 え る こ とは な く,シ ャル ロ ッテ ン ブル ク工 場 機 械 部 門 で は

1900年 に もわ ず か5%に す ぎず,同 年 ケー ブル工 場 で は 夜 勤 と 日勤 に格 差 す ら

っ け られ て い な か った84)。

他 社 の場 合,た とえ ば1892/94^1902年 の シ ュ ッケル ト社 労 働 者 の 超 過 時 間

加 給 は 時 間賃 率 の25%で あ った85>。 これ はS&H社 の10%か らす れ ば 相 対 的 に

高 率 で あ った。 に も拘 らず これ は,す で に1881年 にS&H社 系 列 の英 国 シー メ

ンス ・ブ ラザ ーズ社 が 労 働 者 に 対 して,週54時 間 超 の超 過 時 間 につ き25%割 増

し加給 を 夕 方5時 以 降8時 ま で の 時 間 に適 用 し,8時 以 降 の労 働 や 日曜 労 働 は

50%割 増 し と して い た こ と と対 比 す れ ば,導 入 時 期 の早 さ で も手 当 の 水 準 の

30)Reman6.α.α.0.,S.19;BestimmungencaberVergutung...,16,4.工887、SAA14/Lh661..

3工)Bθ5`∫ η3脚πηgθη4θ5Cん αr`.照5.uberVergutung...,30.ユ2.1886,SAA32/Lo595.

32)3σ ハγ語うeη40rFσ.3&Hりo吻1.5,1882,SAA32/Lo590.

33)5c汽rθ 拍6πdε ∫Charl.暇3.vom17.4.1889,SAA32/Lo591.

34)19QO年 に ベ ル リ/工 場 で は 「6時 を超 え る残 業 の 場 合,若 年 労 働 者 に10ぺ 臼 ヒ,古 参 労働 者 に

20ペ ニ ヒの 加 給 が 認 め られ 」,シ ャル ロ ッテ ン ブル クェ 場 で は 「時 間 賃 銀 労 働 者 の み に機 械 部 門

で5%,そ の 他 で10%の 残 業 加 給 」 と さ れ,「 出来 高 労 働 者 の,残 業 時 の 賃銀 引 き上 げ(残 業 補

償)は 問 題 とな らず,実 際 に も困 難 で あ りま た は実 施 で きな い 。 出来 高 労 働 者 に,対 応 した 賃 銀 支

払 増 を 仮 に 行 えば,年 間 約30.000マ ル クの超 過 支 出 が 生 じ るで あ ろ う」と され た。Aktennotizvom

4,12.1900,SAA14/Lg620;Dynamowk.anCAvomユo.12,1900,SAA14/Lg620.5&HA.

一G .Char!.照.,Abt,Dynamowk.andieDirektionderMunitionsfabrikSpandauvom14・

8,1901,SAA14/Lg620.

35)AOf.d.WerkstdttenderEAGmitNachtragvom5.1.1900,SAA32/Li382.シ ュ ッ ケ ル

ト社 の 所 定 労 働 時 間 は10時 間 と長 く,全 体 と して 労 働 条 件 で同 社 が優 れ て い た とは 言 えな い が,

逆 にS&H社 に お け る 加給 率 の 際 立 った 低 さは 否 定 しえ な い。
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点 で もな お これ に及 ば な か った襯 。 と もあ れ,シ ー メ ンス ・ブ ラザ ー ズ社 の 加

給 が妥 当 か否 か は別 と して,こ れ と比 べ たS&H社 や シ ュ ッケル ト社 の 労 働 者

の残 業 条 件(前 提 と し て の所 定 労 働 時 間 数,残 業 加給 率)の 国 際 的 低 位 性 は 否

定 しが た い。 一 方,87年 に はS&H社 では 「職 長,固 定 週 賃 銀 受 給 者,試 用 雇

員(下 級 職 長 を含 む)」 つ ま り下 級 職 員 に対 して,ほ ぼ 同 じ条件 で 時 間 賃 率 の50

%割 増 手 当が 定 め られ,こ れ は少 な く と も95年 ま で そ の ま ま適 用 され て い る87)。

そ れ ゆ え,労 働 者 の超 過 労 働 手 当 の低 さ に よ り,ま た職 員 の場 合 相対 的 に 高

率 の 手 当 で も比 較 的 人 数 が 少 な く コス ト圧 迫 効 果 が 弱 か った た め,超 過 労働 費

用 に よ る残 業 抑 制 作 用 は 殆 ど働 か な か った とみ て よい 。 この よ うなS&H社 の

手 当抑 制策 は,ま さ に同 社 の伸縮 的 労 働 時 間 管 理 が 品種 別 職 場 作業 組 織 へ の

移 行期 に最 高潮 に達 した こ との物 質 的 基 礎 を な した。 一 方,操 業 短 縮 の際 に は

労 働 者 へ の 稼得 賃銀 減 少 の補 償 は な され ず,大 量 解 雇 の場 合 も補 償 は 問題 とな

らな か った 。 つ ま り,S&H社 は 恐慌 下 の 操 業 短縮 や 総 労 働 量 の調 整 も追 加労

務 費 負 担 な しに安 ん じて 実行 し えた の で あ る。

ただ し.こ の よ うな会 社 の 主導 性 は,全 く無 制 限 に貫 徹 したわ け で は な い、

第 一 に,国 家 の労 働 者 保 護 法 は,会 社 側 を大枠 と して規 制 す る限 定 的 なが ら一

定 あ効 果 は 持 った。 す な わ ち,1869年 の北 ドイ ツ連 邦 営 業 条 例 に よ り労 働 者 は

日曜 祝 日の 労 働 義 務 は な い もの と され(§105),ま た16才 以 下 の 若年 労働 者 の

夜 間労 働 は 禁 止 され て い た(§129)。1891年 改 正営 業条 例 は,こ れ に加 えて,

新 た に女 子 労 働 者 の夜 間 労 働 を禁 止 し(§137),さ らに 連邦 参議 院 に 過長 労働

36)SiemensBrothers&Cσ.Ltd.Loπ40㍑ απ5&HBerlinvom17.6,エ881,SAA14/Lx516,

な お,シ ー メ ンス ・ブ ラザ ーズ社 の 残 業 規 定 は イ ギ リス合 同機 械 工 組 合ASEの 残 業 規 制 に 拘 束

され て い た と推 測 され る。

37)「 時 間賃 率 の 決 定 に は,一 年 は300日,一 週6日,一 日9時 間 で計 算 さ れ る」 が,「 週 日 に 作業

が 一 部 だけ な さ れ る か全 くな され な い 場 合,こ れ らの 日 々は 残 業 時 間 数 確 認 の 際,10時 間 と評

価」 され た(BestimmungencaberVergAtung...,16.4.ユ887,SAA14/Lh661)。 つ ま り一 週 間

連 続 して 所 定9労 働 時 間 以上 の 作 業 が な され ない 場 合,残 業 数 が実 給 付 数 よ り一 日一 時 間 短 く見

積 られ,そ の 分 を会 社 は無 償 収取 した の で あ る。 この 規 定 は職 長 に は す で に82年 か ら適 用 され て

い る。SchreibenderFa,5&Xvom1.5.1882,SAA32/La590.ま た,SchreibendesChar(.

耳「距3.vom17.4,1889,SAA32/Lo591;CAandasCharl.17々.vmユ1.7.1895,SAA32/Lo

595を も参 照 。
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日 に よ り労働 者 の 健 康 を害 す る営 業 に対 して,許 容 労 働 時 間 の長 さ,開 始 と終

了 時 刻,休 憩 時 間 を定 め,か っ この規 定 の 実施 を命 じ う る権 限 を与 え て い る

(§120e)。 ま た 日曜 祝 日労働 は 例 外 的 に のみ 認 め,し か も これ につ い て は 記 録

簿 の記 帳 と当 局 に よ る これ へ の 検 査権 限 を付 与 して い る(§105C)98)。 以 上 が

会 社 側 の 恣 意 的 な 「所 定 労 働 時 間 」 運 用 を一 定 程 度 規 制 した こ とは疑 い な い。

事 実,S&H社 で は,就 業 規 則 の 日曜 労 働 規 定 が 再 点 検 され,若 年 労 働 者 の 夜

間 労 働 と 日曜 労 働 お よ び女 子 労 働 者 の夜 間労 働 に つ い て は,就 業 規 則 に 規 定

が み られ な いか,ま た は以 上 の夜 間 ・日曜 祝 日労働 義 務規 定 の 適 用 除 外 を定 め

て お り,ま た,か れ らの夜 間 な い し 日曜 祝 日労 働 が 実 施 され た 証 拠 もみ あ た ら

な い(例 え ば,女 子 労働 者 が優 勢 な 白熱 電 球 工 場 で は そ もそ も就 業 規 則 に交 替

制 規 定 自体 が 欠 け て い る)目9)。ま た 上記 のS&H社 に よ る一 方 的 な一 この場

合 成 人 男 子 労 働 者 に対 す る一 残 業 ・日曜 祝 日労 働 指 令 も,こ の 営業 条 例 の適

用 除 外 規 定 に抵 触 しな い限 りに お い て実 施 し えた にす ぎな い 。 つ ま り95年 の シ

ャル ロ ッテ シ ブル ク工 場 就 業 規 則 は 「経 営設 備 の 監 視 ・清 掃 ・保 守,平 日の フ

ル 操 業 の再 開,原 材 料 の損 耗 や労 働 生 産 物 の 仕 損 じの 予 防,遂 行 中 の作 業 の監

督 とい った 緊急 時 にお い て の み,ま た 緊 急 に必 要 な作 業 の 仕 上 げが な され ね ば

な ら ない場 合 や 平 日労 働 の と りや め に よ り生 じる損 失 に対 す る補 償 が な され う

る場 合 に のみ」 と の,日 曜 祝 日 ・夜 間労 働 規 定 を盛 り込 ん で い るが,こ れ は あ

くま で も改 正 営 業 条 例 の 日曜 祝 日労 働 禁 止例 外規 定 に即 した もの で あ った40)。

また 同年 にS&H社 は 「法 律 違 反 を避 け るた め,日 曜 労働 が2～3の 連 続 す る

日曜 日に許 さ れ る例 外 的 な場 合 を聞 き知 るた め,ま た その 許 可 を場 合 場 合 に得

るた め,当 地 の官 庁 と接触 し」,「 屋 外 作 業 現 場 で は,組 立 指 揮 者 が 各 日曜 ・

祝 日 ご とに就 業労 働者 数.就 業 期 間,作 業 の種 類 を記 入 した 台帳 を記 帳 す る よ

うに させ る もの とす る。 こ の台 帳 は 地 方 警 察 署 の要 請 で検 査 官 に 随 時検 査 の た

38)以 上,GO.Vo皿1869;Gesetzbetr.A櫨nderungdorGO.Vom1878/1891.

39)た と えば,AOfd.Chard.Wk.,1895,SAA32/U382;110∫,4.G'勉 置α祝ρθπ一Wk..1899,

SAA32/Li382.

40)110∫.4.Cha「 置.皿「々 .,1895,SAA32/Li382,5.4f.
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め に呈 示 さ れ ね ば な ら な い」 と い う立 場 で の 対 応 を 余 儀 な く さ れ て お り4U,

1898年 に は 再 度,各 工 場 ・営 業 所 に 法 規 に 従 っ た 対 応 を 求 め ,法 律 違 反 に 関 す

る社 内 調 査 を せ ざ る を 得 な い こ と と な っ て い る 。 す な わ ち 「官 庁 か ら文 書 で 発

せ られ る命 令Ver琵gungは 各 作 業 場 所 で 保 管 し,検 査 官 か ら要 求 が あ れ ば 提

示 す る。 命 令 の 写 し は 経 営 内 の 労 働 者 が 容 易 に 接 近 で き る場 所 に 掲 示 し て お く。

警 察 の 許 可 の な い 日 曜 祝 日労 働 の 状 況 に つ い て 場 合 場 合 に 検 査 を 要 請 す る 」42)。

同 社 は ク リ ス マ ス,復 活 祭,聖 霊 降 臨 祭 の い わ ゆ る3祝 日 の 労 働 の 規 制 へ の 対

応 を も余 儀 な く さ れ,結 局 祝 日 の 休 業 化 の 範 囲 を漸 次 拡 大 す る 方 向 で の 改 革 を

押 し進 め ざ る を え な く な っ て い る4a)。

に も拘 らず,こ う した 枠 の な か で は あ れ ,会 社 は 執 拗 に 労 働 時 間 伸 縮 管 理 の

主 導 性 を維 持 し よ う と 試 み た 気 配 も あ る 。1902年11月 の 女 子 労 働 者 の 労 働 時 間

に 関 す る 営 業 監 督 官 の 質 問 へ の シ ャル ロ ッ テ ン ブル ク工 場 の 回 答 に よ れ ば
,

(1)許 容 労 働 時 間 を1日 最 高10時 間 と定 め る の は,ダ イ ナ モ 工 場 で は 問 題 な い

が,白 熱 電 球 工 場 で は 至 難 で あ る.初 冬 に は 作 業 の 累 積 に よ り労 働 力 の フ ル 充

用 を 要 す る 一 方,夏 季 に は 約6時 間 に ま で 短 縮 せ ざ る を え な い か ら
。 女 子 労 働

者 は,初 冬 の 長 時 間 労 働 に よ る稼 得 増 加 を 歓 迎 し,.夏 の 短 縮 労 働 時 間 も歓 迎 し

て い る 。 ② 一 時 間 超 へ の 昼 休 み 延 長 は 双 方 の 利 益 に な ら な い 。 当 社 女 子 労 働

者 は 大 部 分 両 親 ま た は 親 類 と 同 居 し,場 合 に よ っ て は 住 居 の 会 社 か ら の 距 離 が

非 常 に 長 く,帰 宅 不 可 能 な た め 工 場 で の 昼 食 を 利 と す る 。 そ れ に は1時 間 は 十

41)Briefan3&H,TB1)anzigvom30.3.1895,SAA14/Lh656 .こ の よ うな対応 は,現 場

組立工 のみな らず一般 の工場 内労働者 に対 して も要 請 されていた。

42)BriefanS&H,TBDanzigvam27,4,エ898,SAA14/Lh656 .

43)RsderS&HA.一G.vomユ7.7.エ900,SAA32/Lo597;Char! .眼.,Abt.Dynamowk.an
(,'Avomユ.12.1900,SAA32/Lo597;('AandasChar( ,暇.,Abt.Pyπ αηzσω為.ηση呂20.3.

エ901,SAA32/Lo609;Charl.Wk.an(,'Avom25 .3,1901.SAA14/Ln492.こ うした対応

は,諸 他企業において も同様 に実 施され た。Vgl.AOノ,4.既 面 謝 繊427EゑGロoη1892 ,
mitNachtragvom26 .3.1900somiedm」6.3.1902,SAA32/Li382.と ころで,確 か にボル
ン(前 掲書143ペ ージ)の い うよ うに,1891年 営業条例 改正におけ る日曜祝 日や夜間の労働禁止

はなん ら急進的 な国家 による干渉 を示 さず,ま た健康上有害 な作業 における成 人男子労働者の保

健上 の最 長労働時 間の決定権限 を連邦参 議院 に与えた点 も含 めて,「 臨機応変 に工 業に漸次的転

向を許す漸次的な修正」 にす ぎなかった とはいえ,少 な くとも工業側 ・会社側 が これ らの規 定 を

前提 とせ ざるを えな くなった限 りにおい て,一 定の政策効果 をもった ことは否定 しえない。
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分 す ぎ,休 憩 延 長 は会 社 の利 に な らず,女 子 労 働 者 には 時 間 の浪 費 と面 倒 の も

とに な る。 ③ 夏 の終 業時 刻 の 早期 化(た とえ ば5時)に は ダ イ ブ.モ工 場 の女 子

労 働 者 に つ い て は 異議 は な い が,白 熱 電 球工 場 では(1)に よ り至 難 で あ る44)。 こ

こに ほ,国 家 の労 働 政 策 に よ る労働 時 間 の上 限設 定 を回 避 し.よう とす る会 社 の

意 図 が窺 われ る。 こ う した 会社 の意 図 は,上 述 の 世 紀 転 換 期 のS&H社 に よ る

徹 底 した 伸 縮 管理 の実 態 か らみ て,さ し あた り生 か され た よ うに思 われ る45)。

第 二 に,会 社 に よ る労働 時 間 の一 方 的 伸縮 管理 に対 して,労 働 者運 動 に よ る

時間 外 労 働 や 操 短 へ の規 制 の動 き も無視 し えぬ もの が あ った が,急 性 的 景 気 変

動 に対 応 したS&H社 の伸 縮 管 理 の 全面 展 開 に対 して,さ しあた りそ の影 響 力

は限 定 され て い た よ うに思 われ る。

まず 品 種 別 職場 作業 組 織 へ の 移行 期 の 冒頭,1896年3月 末 に,S&H社 の残

業 へ の反 対 運 動 が 金属 労働 者組 合 に よ り組織 され よ うと した 。 す なあ ち 「S&

H社 の男 女 労 働 者 は,ベ ル リン金属 労働 者職 場 信 任 者 の招 請 に よ り,火 曜 日

(3月31日)に マ ーテ ソ ・ホ ール にて 集 会 を開 いた」46)。集会 で の報 告 に よ れ

ば,rS&H社 の 事情 に関 わ り合 う こ とは初 め て で は ない が,当 時 警 告 され た

弊 害 は今 だ に な ん ら変 化 して い な い 。 … … 昨 年 は,4分 の1年 の間 だ け8時 間

半 労 働 が 守 られ,そ れ 以 外 の期 間 は9時 間半 お よ び10時 間 半 が 通 例 で あ っ た。

白熱 電 球 部 門 の女 子 労 働 者 に と って は,2月5日 以 降,労 働 時 間 は11時 間 に定

め られ さ え した。 問題 は賃 上 げ で は な ぐ,望 み は8時 間 半 労働 の遵 守 と残 業 と

い うふ らち な所 業Unwesenの 排 除 だ け だ。 健康 を損 う作 業 で あ る こ と を顧 慮

す れ ば,で きるか ぎ りの労 働 時 間短 縮 は2重 に必 要 で あ る。 水 銀 ポ ン プが 廃 さ

れ て 水 銀 病 は 除か れ た が,女 子 労働 者 は ラ ン プ検 査 時 の 眼 を くら ませ る光 の作

44)5&HA.一 σ.Charl,照.andieXd'π ∫g言.Gewerbeinspektionvom14.11.1902,SAA35/Lo

713.

45)も っとも,1891年 改正営業条例自体が、女子労働者に関 して 「作業の非常的な累積のため」年

間基準の40日を超える場合でも,年 平均労働 日が法定標準労働日を超えないことを条件に,土 曜

日を除 く平日に最長13時間で夜10時までの労働 を,雇 用主の申請により認める(S138.)等 の例外

規定を含んでいる(Gesetzbetr.Ab蓋nde【ungderGO,1891)。 ただし,1902年 のシャルロッテン
ブルク工場の上記の回答から判断して,S&H祉 ではこの規定は利用されなかった可能性が高い。

46)47)"Voru+krts":BerlinerVolksblatt,2.4,1896.
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用 に よ る眼 科 疾 患 に しば しば 悩 ま され て い る。 … …S&H社 の労 働 者 は,有 害

で 忌 まわ し い,ふ らち な残 業 を最 終 的 に終 結 さ せ る意 志 が な い の か ど うか,真

剣 に考 え るべ き で あ る」47)。

ま た,1900～01年 の,部 分 的 に は ま た1902年 まで影 響 した恐 慌期 に は,超 過

労 働 の命 令 や す ぐの ち に み る手 当 の 問題 は殆 ど陰 を ひそ め荏8),む し ろ短縮 労 働

が 一 方 的 に命 じ られ,そ れ に よ る稼 得 賃 銀減 少 へ の補 償 もな され なか った ので

あ るが,こ れ に対 して1902年10月 に,S&H社 ウイ ーベ街 作業 場 組 立部 門 の 労

働 者 集 会 に お い てS&H社 の責 任 が追 及 され て い る。 「週60時 間 か ら30時 間 へ

の短 縮 労 働 策 に よ り週 稼 得 賃 銀 は 多 くて も12マ ル ク にま で減 少 す るた め,短 縮

労 働 は断 固認 め られ ない。 仕 事 不 足 は 問 題 にな りえ ない か らなお さ らで あ る。

単 に企 業 者 の近 視 眼 の み が.数 日前 に 多 数 の労 働 者 が 採 用 され,い ま古 参 労 働

者 に短 縮 労 働 が課 され る に到 った こ と に責任 が あ る」捌 。

以 上 はS&H社 の伸 縮 的労 働 時 間 管理 に対 す る労 働 者 側 か らの 執 拗 な持 続 的

抵 抗 の実 態 を明 らか に して い る。 これ らの 抵 抗 の うち96年 の 残 業 反 対 の要 求が

当 時S&H社 に ど う受 け とめ られ,処 理 され た か は 明 らか で な い。 と もあ れ し

か しそ の後 の 好 況期 のS&H社 伸 縮 管 理 の 実 態 は.労 働 者 が 反 対 した 方向 が依

然 と して持 続 して い る こ と を示 して い る。 好 況 の も とで の,設 備 投 資 の早 期 回

収 等 の た め の稼 働 時 間 の 可 及 的延 長 は,S&H礼 に とっ て最 優 先 の至 上 命 令 で

あ った。 一 方1902年 の 労 働 者 集 会 に関 して は,S&II社 は,「 集 電 器 取 付 部 門 に

お け る思 い切 った設 計変 更 は,意 図 的 で な い,約14日 間 の部 分 的 稼 働 ・作 業 制

限 を もた ら した 。 だ が 「仕 事不 足 」 は 至 極 無 理 の な い妥 当 な形 で 当該 労 働 者 に

均 等 に配 分 され た 。他 の3所 属部 門 で 当時 行 わ れ た 若 干 の新 規 採 用 の場 合 上

48)恐 慌 に規 定 され た ユ902年1月 の 指 令 に よれ ば,す で に削 減 され た超 過 労働 に 追 い 打 ち をか け る

よ うに,加 給 率 もわ ず か5%に 半 減 され て い る。Aπ5伽4勧 θM6魏 θrμ 屈K4」 勧 」σ麗伽!.ユ3.

ユ.工902.gez.Dihlmann,SAA32/Lo613.

49)Volkszeitungvom18.10,1902,SAA4/Lk50.労 働 者 側 での 日曜 休 日や夜 間労 働 禁 止 等 へ の

政 策 要 求 や運 動 に つ い て こ こで は 詳 し くは 触 れ られ な いが,さ し あ た り,Schneider,".α.α,S.

3㍗39を 参照p
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記部門の要員(の 充用)は 経営技術的理由か ら問題 となりえなかった」 として

労働 者 か らの 責 任 追 及 を突 き放 して お り㈲,結 局 その 政 策 を貫 徹 さ せ て い る。

恐慌 に規定された工程再編 と 「仕事不足」は短縮労働を余儀ないものとし,ま

た解雇を避けるための配置転換ぱ,恐 慌を資本家的に乗 り切 って資本間競争に

耐え抜 くための不可避の方策であって,そ の限 りにおいて労働者の要求を容れ

る余 地 は 存在 しな か った の であ る。

v.と もあ れ,こ う して みれ ば,S&H社 を含 む 電 機企 業 は 就 業 規 則 に盛 り

込まれた労働時間つま り所定労働時間を「標準労働時間」としているが,標 準労

働時間はむしろ実際には所定労働時間プラス恒常的超過労働時間を指す と見 る

べ き であ る51)。事 実,S&R社 にお け る短 縮 され た「標 準労 働 時 間」は会 社 側 に

より任意 に変更されたのであり,19世 紀末を通 じて殆 ど実質的意味 を持たなか

50)ResumedesBerichtsHolschmachervnm2.12.1902,SAA4〆Lk50.こ の対立の決着がい

か につけ られたか も不明であ る。 なお 以 上 に 関して は,He塒,E副 δ肋 κπg3脚 ε乃od印fπ4θr

Bθ漉 ηθrFθ伽隅θ戯 απf々,Berlin1909,S.343任 の表 をも参照。

51)こ の問題は20世 紀初頭,労 働運動 側では経済 学的に正確 に把握 され ていた。 た とえ42:Jahres・

ゐπピσ'砧4ビrOr`測 βr御α♂`瓢gBθ4伽 ρrσ1906,Hr5呂.vo皿derVelw日1tu駄 目翻tヒlleBellindes

DMVs,1907,S.51は,「 職 長等の命令 によ り際限 な く残 業せ ざるを えない とい う強制 は,標 準

regulare労 働 時間 の延長 に他 な らなかった。標 準労働時 間は工場 では8時 間15分 となってい る。

しか し職 長が 自部門で なされ た残業 に対 して別 途支払い を受け,こ れ に関 して これ まです でに夥

しい濫 用がな された ことを想起すれ ば,就 業規 則の新規定 とともに誇 張でな くジーメンスにおけ

る標準 労働時 間は10時 間 と言 い うる」 としてい る。第一次 大戦前 にば,職 員の場合 につい てであ

るが,国 家 もこの認識 を共有す るに到 っている。すなわ ちユ912年の裁判 の判 決に よ り 「延長 され

た勤務 時間が標準労働時 間normaleArbeitszeitと 認定 され る」 こととな ってい る。Czwalユna,

α.α.0.,S.55,し かしまた,こ の点は一 上 記のDMVベ ル リン地 本の指摘 を曲解 としたHeIB ,

D∫εEπ'Z舳凱 μg5耀 ♂加4επ,S.445に よる批判 に も拘 らず一 他 な らぬS&H社 自体が事実上認

めていた。ややの ちの1913年8月1日 か らの新 営業年度以降,ジ ーメ ンス ・シュッヶル トヴェル

ケは,「 標準 労働 時間は一般的 に8時 間⊥5分にす ぎないが」,[諸 工場の 操業度Beschafしigungs-

grad平 均9時 間 を各工場の製造 間接費計 算の基 礎に据 える,と 定 めているのであ る。Mitteilung

derDirektionderSSWGmbHandie.BureausimHaasevom14,7.1913,SAA68/Li728,

これぽ,ジ ーメンス諸企業が 自 ら少な くとも9時 間を実質的 な標準労働 時間 と認定 した もの に他

な らな い。 この よ うな会社側 の想定 は,当 面対 象 とする1903/04年 までの時期に もなされていた

とみるのは決 して無理で はない。1901年 に所定 労働時間9時 間15分 の 白熱電球工場が 「平均労働

時間」 を10時 間と社 外者に報 告 しているのは,そ の例 とみてよい(8&HA,一G.anAdlervam

1.2.1901.SAA14/Ln492).こ れ は,同 工場 も少な くとも所定労働時 間く実質標準労働時間 ≦

「平均労働時間」 とい う関係 の存 在 を(1912年 判決の 見地 か らは,こ め式の後者につい ては等式

が 妥当する ことに もなるが)お よそ認 めた もの と考 え られ るのである。 この問題 につ い て は,

Schrδder,α.α.〔λ.S.254;山 本前掲書,149ペ ージ以下 を も参照。
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つた52》。恐慌期の操業短縮を別として,名 目 「標準労働時間」が短縮 されても,

超過労働のため実労働時間(実 際の標準労働時間)は 従来 と変わらないかまた

は増加する場合があ り,し か も稼得賃銀の上昇 も僅かなため,以 上は 「時間短

縮 とい う名前の賃上げ」5B)ですらなか った。ここに同社の 「標準労働時間」短

縮策の問題件 も明らかとなろう。む しろ 「標準労働時間」の短縮は,労 働時間

の伸縮管理に集約されるS&H社 の多面的かつ相互に関連 した労働時間管理の

一部にすぎなかった。

これに関 して,と りわけ90年 代半ば以降の作業機構や管理機構の改革は,そ

れ 自体が分業に基づ く協業の進展により作業の単純化 と作業密度 ・速度の引き.

上げ,な いし機械高度化 ・高額化に規定された注意力,責 任,必 要な知識の

上昇などにより,労 働者の作業緊張の増大をもた らしていたのであ り5り.また

のちにみる出来高賃銀制による能率刺激策はさらにそれを加速させていた。 こ

の条件のもとで,と くに所定労働時間の短縮と結びつけ られた連続労働時間制

を前提 とした労働時間の伸縮管理は,一 方において,労 働.力再生産を許容する

労働支出の限界を一 少なくとも短期的にみて一 超える(と くに世紀末好況

期には増加した実際の標準労働時間をすらしば しば超える)労 働時間の延長と

して現われた。さきに引いた 「8時 間労働,昼 休みの脱落,残 業存続への変更

により生活様式が不規則 とな り,こ れ らに利点は認められない。逆に,体 の健

康が損われざるをえないという欠点が恐れられる」 との1896/1902年 の シャル

・。テソプル クエ場労働者の請願は,三 つの相互に連関させられだ労働時間管

理総体の 竜つそうした問題性を明確に示 している。他方 労働時間の伸縮管理

のもとでの賃銀補償を伴わない短縮労働は,大 量失業の場合 とともに,別 の意

味での労働力再生産の否定に他ならなかった。

'
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52)ErinnerungenGorges,2,Fassung,SAA12/Lr494,S,200f,

53)大 河 内 前 掲 論 文,17ペ ー ジ。

54)Vgl,DieArbeitszeiteninderEisen-andMetallindustrieDeutschlands,翫oゐEr励 鶴 一

9伽 伽4ε η 届 ㎝ α僻 砿 砺 伽0勧.エ910測 認 皿配即9臨 ε〃加 σ班Vθr5`α 鋸 歯 ∫DMγ5伽8`鶴 一

gart,1911S.74f.
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要 す る に,19世 紀 末 ドイ ツ電 機 工 業 に お け る個 別 資 本,と くにS&H社 に と

って,そ の 発 展 の 急 速 性 や.資 本 間 競 争 の激 しさ,急 性 的 景 気 変 動 とい う変 転

す る諸 条件 へ の対 応 が,長 期 的 視 点 で の 労 働 力 の再 生 産 や 労 働 者 との意 思 疎 通

へ の配 慮 に優 先 す る状 況 が 支 配 的 で あ り続 け た 。 以 上 み て きた 同社 労 働 時 間 管

理 の総 体 は,ま さ に そ う した事 態 を 明 らか に す る もの で あ る。

(未完)

本稿(1)一(3)は,ユ990年10月 の土地制度史学会秋季学術 大会 での報告 に加筆 した もの

であ る。 また,前 掲拙稿 「19世紀末 ドイ ツ電機工業 にお ける経営 ・労 務政策⑦一⑩ 」

『佐 賀大学経 済論集』 第22巻 第2,3,4,5号 所収,な らびに本稿(1)」(3)は,平 成

元/2年 度文部省科 学研究費 ・一般研究◎ による研究成果 の一部 であ る。


